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地域で安心して分娩ができる
医療施設の存続を目指す
議員連盟発足の意義

日本産婦人科医会

会長 木下勝之

令和３年７月１５日

第154回記者懇談会

周産期医療体制
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周産期医療体制は、総合周産期母子医療センター
等が地域の各医療施設からの救急搬送を受け入れ、
それぞれの医療機関との連携を図ることで
構築されている。

国の支援は、総合周産期母子医療センター
や地域周産期母子医療センターが中心で
あり、地域の産科医療施設への支援は少ない
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各施設群の減少と各々の出産数

産婦人科施設数の推移

産婦人科施設は14年間で15%減少した。(2006年：5,946施設、2020年5,074施設)、

婦人科施設の変化は少なく、分娩を取り扱う一般病院と診療所の減少が著明であった。



4

取扱分娩数の推移

取扱分娩数は14%減少したが(2006年：100万件、2020年86万件)、14年前と変わらず、約半数を診療所が

取り扱っていた。一般病院の分娩数が約10万件減少し、周産期母子医療センターへの集約化が進んでいた。

国の出生数の推移
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• バックデータ(BDはこちら)［Excel形式：34KB］

年度 出生数

２０１５年 １，００５，６７７名

２０２０年 ８４０，８３２名

５年間で出生数は１６４，８４５名減少した

その間、出産育児一時金の総額約 ６９２億３千万円
ほどは給付されなかった。
1分娩当たりでは、約８２，０００円支給できるだけの
余剰金が生じていることになる。
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医師の働き方改革

医師の「働き方改革」法令化へ

診療従事勤務医に2024年度以降適用される水準

地域医療確保暫定特例水準(医療機関を特定) 

C水準：集中的技能向上水準 (医療機関を特定) 

C-2：臨床従事6年目以降の者が，高度技能の育成

が公益上必要な分野について，特定の医療機関で
診療に従事する際に適用

C-1：初期・後期研修医が，研修 プログラムに沿って
基礎的な技能や 能力を修得する際に適用

※いずれも休日労働含む
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令和元年7月1日、厚生労働省から「医師、看護
師等の宿日直許可基準について」という通知が
出された（厚生労働省労働基準局長通知（令和
元年基発第8号）

１ 次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は夜間
に十分な睡眠がとり得るものである場合には、宿日直の
許可を与える。

⑴ 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のもので
あること。

⑵ 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務（注）
以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間
の業務に限り、通常の勤務時間と同態様の業務（下記２
参照）は含まれないこと。
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（例）医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等
による診察等（軽度の措置を含む。以下同じ。）や、看護師等に

対する指示、確認を行うこと。

医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間（例えば

非輪番であるなど）において、少数の軽症の外来患者や、かかり

つけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、
看護師等に対する指示、確認を行うこと。

（注）一般の宿日直業務とは、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、

非常事態に備えての待機等をいう。

⑶ 一般の宿日直の許可の際の条件を満たしていること。

例えば、宿日直手当の最低額は、1日平均賃金額の3分の

1を下らないこと、宿直業務は週1回、日直業務は月1回
を限度とすること等
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２ 宿日直の許可が与えられた場合において、宿日直

中に、通常の勤務時間と同態様の業務に従事する

こと（医師が突発的な事故による応急患者の診察

又は入院、患者の死亡、出産等に対応すること等）

が稀にあったときについては、一般的にみて、

常態としてほとんど労働することがない勤務で

あり、かつ宿直の場合は、夜間に十分な睡眠が

とり得るものである限り宿日直の許可を取り消す

必要はないこと。

また、当該通常の勤務時間と同態様の業務に従事する時間に

ついて時間外労働の手続がとられ、割増賃金が支払われるよう

取り扱うこと。

３ 宿日直の許可は、一つの病院、診療所等において、

所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って与える

ことができるものであること。
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当直時間を時間外労働時間（残業時間）からは
ずすためには、労基署から宿日直許可を受ける
必要がある。

図．B, C水準の将来のあり方
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産婦人科診療における勤務の実際
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自施設時間外在院時間 外部施設勤務時間

1,934時間

医師数 在院時間/週 当直回数/月

総合 15.7 51.8 5.10

地域 7.8 49.7 5.05

一般 4.0 45.7 5.14
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* 日本産婦人科医会施設情報調査2020日本産婦人科医会勤務医部会アンケート2020
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分娩取扱診療所の役割と存続

出生数が減少する中、診療所は全国の約半数の分娩を扱い、周産期

医療供給体制において重要な役割を担っている。しかし医師数は増加せず、

当直回数が病院施設の3倍に及び、長時間在院になっている。

これを解消するためには非常勤を含む医師確保が必須だが、供給元に

なる病院施設の常勤医師の勤務状況も厳しい。病院勤務医師の平均時間

外在院時間は年々減少しているものの、外部施設の勤務時間を加えると

B・C水準を超える(1,934時間)ことから、地域医療支援のために、産科医療

機関への宿日直体制の構築は必須事項である。

2024年までにこ時間外労働時間の改善が求められているが、国の勧め

る公立・公的病院の再編や副業・兼業の規定は厳しい。

産科医療崩壊を防ぐために、産科当直には、宿日直の許可を与える

ことが必要である。

令和３年４月２６日、地域の産科医療施設の崩壊
危機を未然に防ぐための方策を

本会顧問である武見敬三参議院議員と相談

国の周産期医療体制を守るために、「産科診療
所の存続」を明確な目標に定めることを、骨太の
方針に記述することを目的として、議員連盟を発
足させることに決定
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令和３年５月２０日
「地域で安心して分娩できる医療施設の

存続を目指す議員連盟」
発足会開催

会 長 鴨下 一郎
会長代行 武見 敬三
幹 事 長 三ッ林裕巳
事務局長 田畑 裕明

地域の産科医療施設の崩壊危機を
未然に防ぐ必要がある

令和3年５月２０日

公益社団法人

日本産婦人科医会

会長 木下 勝之
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周産期医療体制における、
地域産科医療施設の重要な役割

・2020年度の出生率は87万2,683人へ減少

・施設群ごとの分娩数を比較すると、2018年では、総合9.0%、地域16.6%、一般病院27.2%。

そして産科診療所は全分娩数の47.2%の出産を担当していた。

・昨年の出生率から推計すると、産科診療所は約41万人の多くの分娩を担っていたことになる。

・地域の産科医療施設は、国の支援は少なく、自助努力により、リスクの少ない妊産婦に対して

でも、多くの非常勤医師による当直・日直勤務の支援を受け、医療安全に徹した対応をする

ことにより、多くの正常分娩を担当することで、総合周産期母子医療センター等の負担を軽減

するという重要な役割を担っている。

地域で安心して分娩等ができる産科医療施設の
存続のために、解決すべき課題

1. 「医師の働き方改革」のもとで、産科当直や日直は

時間外労働時間に加算されないための法律の制定

また政令の発出が必要である
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【理由】

・ 地域医療支援として院外の他施設での産科当直・日直勤務は、

「医師の働き方改革」による時間外労働時間に加算されること

により、時間外労働時間の上限を超えることがある。

・ この制約により、大学病院や周産期医療センター等の若手医師

による、地域産科医療施設での当直・日直等の非常勤としての

支援が不可能になる。

・ このため地域で安心して分娩できていた地域産科医療施設は機能

しなくなり、わが国の周産期医療体制は崩壊するので、それを防ぐ

ための必須の対策である。

2. 低あるいは中所得者家庭でも、出産回数が増え、

子供の数が増えれば増える程、可処分所得が増えて

経済的負担がないように、給付付き児童税額控除等の

税制上の施策を講じる事

3. 妊産婦の出産費用の補填のために、出産育児一時金の

増額を実現する事
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【理由】

・ 国の少子化に歯止めをかけ出産回数を増やすことは国の必須課題

である。分娩数の増加は地域産科医療施設には最も望ましい経済

的支援になる。

・ そこで、子供を望む家庭にとって出産・育児が経済的負担である

階層には、経済的支援が不可欠であることによる。

4. 妊婦期間中あるいは分娩産褥における疾患に対する

診療報酬上の算定条件を、地域の産科医療施設でも

算定できるように施設基準等の条件緩和を導入する事。

例えば、ハイリスク分娩管理加算の施設基準の施設要件

の緩和等
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【理由】

多くの正常分娩に対応する地域の産科医療施設においても、その15%

の症例では、産科異常が発生する。

その産科異常症例に対して、地域の一次産科医療施設でも対応して

いるにもかかわらず、総合周産期母子医療センターや地域周産期母子

医療センターでは可能な診療報酬算定条件となっていることは、実態に

そぐわず理不尽である。

5. 妊娠期あるいは産後うつ病等の予防のために妊産婦

管理において定着してきた妊婦と産後の母親に対する

メンタルヘルスケアに対する助成金の創設

6. 産後１年までに子は心身ともに健康に育っているか、育児

に問題ないか、母と子の関係性に注目してケアするため

に、2週、4週だけでなく、2か月、3か月、6か月、1年目の

母子に対する、心身のケア健診事業を創設すること。
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【理由】

・ 成育基本法にあるように、少子化対策の基本は、これからの日本を

支える若者が、心身ともに健康で生産的活動が出来るように育つ

ことである。

・ そのためには、妊娠中と産後における妊産婦メンタルヘルスケアの

充実と母と子の関係性を重視して育児を支援する体制整備は必須

である。

・ このような視点にたち、産科医療施設では、自助努力で、妊産婦への

メンタルヘルスケア事業を行っている実態がある。今後の安定的活動

のために国の助成が必要である。

おわりに
・ わが国の周産期医療体制にとって、地域の産科医療施設は一層機能が充実して

存続することは絶対に必要である。

・ 「医師の働き方改革」のもとでも、地域支援として産科医療機関での非常勤医師の

勤務が可能となる仕組みづくりを行うこと。

・ 少子化対策の一環として、出産を望む若者の経済的支援を給付と税制の視点から立案

して実行し、分娩費用負担の軽減のために、出産育児一時金の増額を実践すること。

・ 産科異常に対する診療報酬上の給付要件を緩和すること。

・ 生まれた子に対して母と子の関係性を重視した妊産婦メンタルヘルスケア体制を充実

すること等、地域の産科医療施設の充実を成し遂げることで、地域の住民に貢献したい。
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本議員連盟鴨下一郎会長名の提言の原案を
厚労省医政局地域医療計画課、

保険局医療課、
子ども家庭局母子保健課担当者が作成し、

それを医会は吟味の上、修正し、医会案を加筆
して最終提言案とした

地域で安心して分娩できる環境の
整備に向けた提言 （概要）

地域で安心して分娩できる医療施設の
存続を目指す議員連盟

会長 鴨下一郎
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【提言】 １．不採算医療とも言われる

分娩施設への財政的支援

○当該地域に必要不可欠な分娩施設の存続

のために、安全・安心な周産期医療体制が

確保できるよう、診断治療機器の充実や必

要な医師・助産師・看護師等の人員の確保

を行うことに対して、十分な財政支援を行う

こと。

○診療報酬における評価については、地域に

おけるそれぞれの産科医療施設が果たす

役割等も踏まえ、妊娠期間中又は分娩

産褥における疾患への対応の適切な評価

のあり方について検討を進めること。
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２．産科医師の確保と働き方改革の推進

○特定の地域や産科等の診療科での勤務
条件が課された地域枠学生への奨学金
貸与、分娩や新生児医療を担当する医師
等の処遇改善、都市部からの産科医師
派遣の推進など地域における産科医師等
の確保の取組に対する十分な財政支援

等を行うこと。

○改正医療法で設けられる連携Ｂ水準の
活用や宿日直も含めた労働時間の適切な
管理等の医師の働き方改革のもとで、
厳しい労働環境に置かれている産科常勤医師
と非常勤医師の勤務状況の把握を行いつつ、
各分娩施設の実態を踏まえて、
現場の実態に即して地域の産科医療施設の
存続が可能となる施策を着実に策定すると
ともに、医師の労働時間短縮のための体制
整備に対する診療報酬や地域医療介護総合
確保基金による財政支援を継続すること。
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○タスクシフト・シェアを図る観点から、院内

助産や助産師外来等の導入について支援

すること。

３．妊娠期から子育て期に至るまでの
切れ目ない支援の充実

○妊産婦のメンタルヘルスケアと母と子の愛着
形成の促進のため、産科医療機関等における
産後ケア事業や産婦健康診査等の更なる推進を
図ること。

○妊産婦の出産費用を軽減し、出生数の増加に
つなげるため、出産育児一時金の増額に向けて、
公立病院等だけでなく、地域の個人の産科医療
施設における出産費用の実態把握を進めること。
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令和３年５月３１日、

田村厚生労働大臣と
三原厚生労働副大臣

宛に提言を手渡し、骨太の方針への
記載を要望

骨太の方針の原案作成

内閣府政策担当官

厚生労働省 政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）. 総括審
議官等が調整

原案の提示を内示
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提示された骨太の方針の原案

「引き続き安心・安全な 産科医療の確保」

議員連盟からの修正要求

「引き続き、地域の産科医療施設の存続

など、安心・安全な 産科医療の確保」

「経済財政運営と改革の基本方針2021」
（骨太方針2021）

令和３年６月18日、「日本の未来を拓く４つの

原動力～グリーン、デジタル、活力ある地方創り

少子化対策～」が経済財政諮問会議での答申を

経て、閣議決定された
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（１）結婚・出産の希望を叶え子育てしやすい社会
の実現

結婚支援、不妊治療への保険適用、出産費用の

実態を踏まえた出産育児一時金の増額に向けた

検討、産後ケア事業の推進

「新子育て安心プラン」及び「新・放課後子ども

総合プラン」の着実な実施

２．社会保障改革

（１）感染症を機に進める新たな
仕組みの構築

引き続き、地域の産科医療施設の存続

など安心・安全な 産科医療の確保及び

移植医療を推進するとともに、

希少疾病である難病の対策を充実する。
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今後の対応
骨太方針を具体化する課題

１．予算化と概算要求
２．産科診療所の存続のために、

産科診療所へ非常勤医師が宿日直
として勤務できる体制整備

３．出産育児一時金の増額
４．産科疾患に対する診療報酬の増額
５．不妊症の保険収載の調整

６．産後ケア事業の推進

令和元年7月1日、厚生労働省から「医師、看護
師等の宿日直許可基準について」という通知が
出された（厚生労働省労働基準局長通知（令和
元年基発第8号）
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１ 次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は夜間
に十分な睡眠がとり得るものである場合には、宿日直の
許可を与える。

⑴ 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のもので
あること。

⑵ 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務（注）
以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間
の業務に限り、通常の勤務時間と同態様の業務（下記２
参照）は含まれないこと。

（例）医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等
による診察等（軽度の措置を含む。以下同じ。）や、看護師等に

対する指示、確認を行うこと。

医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間（例えば

非輪番であるなど）において、少数の軽症の外来患者や、かかり

つけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、
看護師等に対する指示、確認を行うこと。

（注）一般の宿日直業務とは、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、

非常事態に備えての待機等をいう。
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⑶ 一般の宿日直の許可の際の条件を満たしていること。

例えば、宿日直手当の最低額は、1日平均賃金額の3分の

1を下らないこと、宿直業務は週1回、日直業務は月1回
を限度とすること等

厚生労働省労働基準局長通知として、
下記の要件の追加を要望する

１．（４） 産科診療所での宿直は、出産等に対応すること等

は稀であり、その際は、助産師、看護師の分娩介助を指導する

業務が中心であり、夜間に十分な睡眠がとり得るものであるこ

とから、宿日直の許可を与える。
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２ 宿日直の許可が与えられた場合において、宿日直

中に、通常の勤務時間と同態様の業務に従事する

こと（医師が突発的な事故による応急患者の診察

又は入院、患者の死亡、出産等に対応すること等）

が稀にあったときについては、一般的にみて、

常態としてほとんど労働することがない勤務で

あり、かつ宿直の場合は、夜間に十分な睡眠が

とり得るものである限り宿日直の許可を取り消す

必要はないこと。

また、当該通常の勤務時間と同態様の業務に従事する時間に

ついて時間外労働の手続がとられ、割増賃金が支払われるよう

取り扱うこと。

３ 宿日直の許可は、一つの病院、診療所等において、

所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って与える

ことができるものであること。
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当直時間を時間外労働時間（残業時間）からは
ずすためには、労基署から宿日直許可を受ける
必要がある。


